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第１回総合教育会議次第 

 

１． 日  時    平成２７年４月２２日（水） 

 

２． 場  所    第３・４委員会室 

 

３． 議  題 

（１）市長挨拶 

（２）教育長挨拶 

（３）出席者の紹介 

（４）会議の運営方法について 

 （５）今後のスケジュールについて 

（６）大綱について 

 

 

 八王子市総合教育会議 

    構成員（６名） 

八王子市長          石 森 孝 志 

八王子市教育委員会 教育長  坂 倉   仁 

八王子市教育委員会 教育委員 金 山 滋 美 

八王子市教育委員会 教育委員 和 田   孝 

八王子市教育委員会 教育委員 星 山 麻 木 

八王子市教育委員会 教育委員 輿 水 かおり 

 

説明員 

総合経営部長           木 内 基容子 

財務部長             小 峰 修 司 

子ども家庭部長          小 澤 篤 子 

学校教育部長           廣 瀬   勉 
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学校教育部指導担当部長      山 下 久 也 

生涯学習スポーツ部長       小 柳   悟 

図書館部長            小 坂 光 男 

 

事務局 

総合経営部経営計画第二課長    小 山   等 

    教育委員会調整担当 

学校教育部学校教育政策課長    小 俣 勇 人 
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【午後０時５９分開会】 

○野村管理官  全員お揃いになりましたので、皆様、こんにちは。只今から第１回の八

王子市総合教育会議を開催いたします。 

   私、議事進行を行います、総合経営部総合教育会議専門管理官の野村みゆきでござ

います。よろしくお願いいたします。 

本日は、初めての会議となりますが、本会議は、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律の第１条の４第６項により、原則公開となります。本日、傍聴を希望されて

いる方がおいでになっておりますけれども、会議の運営要綱の中身、また傍聴基準の

詳細については、後ほど御確認をいただきますけれども、本日の会議は公開するとい

うことで確認をしたいと思いますが、これについて御異議ございますか。 

（異議なし） 

それでは、会議は公開で進めることといたします。 

まず、お手元の資料の確認をいたします。座席表のほかに資料が綴じてあると思い

ます。一番上が次第になっております。１枚おめくりいただいて配付資料一覧でござ

います。もう一枚めくっていただいて、資料１、２枚綴りでございます。その次が、

資料２、これも２枚綴りでございます。次に、平成２７年度総合教育会議と関連する

主なスケジュール（案）、これが資料３でございます。次に資料４、絵と同時に裏に

文言を書いてありますので、それも御確認ください。両面刷りとなっております。最

後に参考で、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の抜粋がお手元に参考として

置いてございます。 

   よろしいでしょうか、資料のほうは。 

まず最初に、皆様、十分御承知のことと思いますが、この総合教育会議について簡

単に御説明をしたいと思います。資料は、先ほどお示しした最後の参考を御覧になっ

てください。 

地方教育行政の基本的な実施体制を定めております「地方教育行政の組織及び運営

に関する法律」が、平成２６年６月２０日に改正をされ、２７年４月１日から施行さ

れました。この改正のきっかけは、いじめにより尊い命が失われたことにあったわけ

でございますが、改正の主な目的は、地方教育行政における責任体制の明確化、迅速

な危機管理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会との連携強化などとなってい

るところでございます。 
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第１条の３第１項で、地方公共団体の長が、教育、学術及び文化の振興に関する総

合的な施策の大綱を定めることになりました。 

そして、第１条の４では、大綱を定めるための協議、また、第１項の１号、２号に

掲げる事項を協議または調整を行うため、「総合教育会議」を設けることを地方公共

団体の長に義務づけたところでございます。 

会議の構成員は、地方公共団体の長及び教育委員会で、会議の招集は地方公共団体

の長です。会議は原則公開、会議は施策等について決定する場ではございませんが、

この場で事務の調整が行われた事項については、その調整結果を尊重しなければなら

ないとしております。 

これについては、また皆様、御存知のことと思いますけれども、改めて復習をした

ところでございます。よろしいでしょうか。 

それでは、お手元の次第に基づき、会議を進行いたします。 

 

 

○野村管理官  最初に、会議の主催者でございます、市長から御挨拶をいただきます。

市長、お願いいたします。 

○石森市長  皆様、こんにちは。教育委員の皆様方には、午前中の定例会に引き続いて

の総合教育会議となります。大変、お疲れの中、御出席をいただきましてありがとう

ございます。 

今、この会議の設立経緯につきましては説明がございました。大津市、あれが２０

１１年だったと思いますけれども、いじめによる自殺という事件というような、そん

なことがございまして、教育委員会の責任体制の不明確さ、これが大きくクローズア

ップされて、この制度改革につながったところでございます。 

改革につきましては、今、お話がございましたけれども、大きなところでは、もう

既に本市では教育長が一本化されましたけれども、教育長、教育委員長の一本化、ま

た本日の総合教育会議の新設、そして、この会議におきまして首長が大綱を提案し、

御協議をいただくと、それが大きな改革の中身でございます。 

これまでも教育長を始め、委員の皆様方とは機会あるごとに教育行政について意思

疎通を図ってきたわけでありますけれども、引き続き教育の充実に向けて皆様ととも

に取り組んでいきたいと、思っております。 
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私自身、市政運営を進めるに当たって、常にスピードを意識しながら施策展開をし

ております。まさしく教育の面におきましても、例えばいじめ、あるいはさまざまな

課題、そういったことについては早期発見、早期解決、深刻化しないうちに取り組む

ということが大変重要だろうと思っております。ぜひ本日の会議におきまして、皆様

方からさまざまな現場の声をお聞きしながら、私ども、施策に反映していきたいと、

このように思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○野村管理官  ありがとうございます。 

続きまして、４月１日から新制度のもとで教育長となられました坂倉教育長、お願

いいたします。 

○坂倉教育長  改めまして、皆様、こんにちは。教育長の坂倉仁でございます。 

先週の金曜日に八王子市の全ての公立小・中学校の校長を集めた教育施策連絡会議

というのが開かれました。その場で市長からも御訓示をいただきまして、私も話をし

たんですけれども、この総合教育会議に関して、くしくも意見が一致したというか、

本当に心強かったんでちょっと御紹介を申し上げます。 

市長は、予算の編成の話を例に挙げられまして、予算編成、当然、八王子市みたい

な大きなまちでは仕方がないんだけれども、自分のところに上がってくるまでには、

あらあらといいますか、細かいものは全て大体もう方向は決まっていて、大きなもの

だけ考えていくんだと。それはそれですごくいいことだけど、今お話がありましたよ

うに、現場の声を得て築き上げたいものもあるよというようなお話をされました。私

もそれを受けまして、その後、市長が退席された後ですけれども、各校長の前で、今

回の教育委員会制度改革において、特に総合教育会議については、一部で首長の教育

行政の関与が強まり過ぎるのではないかという声があるけど、私は全く心配していな

いという話をさせていただきました。市長と教育長と全ての教育委員が集まる場で議

論された内容は、今お話がありましたように、そこでものを決めるわけではありませ

んけれども、方向性でありますとか、施策の実効性に対して大きな担保となるという

ふうに思っていると。そういう意味では、ぜひ活かしていきたいと思ったところでご

ざいます。 

本日、会議の中では、次第等を見ますと、まずは大綱を決めてというふうになって

おります。この大綱の中では、恐らく教育委員会がこれまで司っております学校教育

それから生涯学習に加えて、いわゆる家庭に関する面というのが入ってきた形になっ
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てくると思いますので、本当に子供たちを地域ぐるみ、学校・家庭・地域で育てる意

味で大きな意味があると思っておりますので、積極的な議論をしていきたいと思って

おりますし、また、今後の中で話し合われていくことについては、今も申し上げまし

たとおり、決して一つの予算とか何かではなくて、子供たちの教育環境、それから八

王子の生涯学習環境を進めていく上でも、確認していきたいと思っております。 

一つの例を挙げますと、少子高齢化それから社会の複雑化に伴いまして、恐らく、

今後の子供の居場所づくりみたいな形、これは非常に大きな課題となってくると思い

ます。 

もう一つ、平成２２年に比べて平成２６年の出生率は２割ぐらい減っています。も

ちろん、市長のおっしゃる「魅力あるまちづくり」で社会移動というものをどんどん

積極的に進めてまいるつもりではございますけれども、いずれにしましても、子供が

減ってくる、そういう中で、どうやって子供の教育環境を守っていくか、そんなこと

も含めて、大所高所の話ができれば幸いと思っておりますので、ぜひ皆様方にも建設

的な意見をこの場で交わしていただきまして、八王子の教育行政を一歩一歩進めてい

っていただければ幸いと思っております。 

以上でございます。 

○野村管理官  ありがとうございます。教育委員の皆様には、後ほどお話を賜りたいと

思っております。 

続きまして、出席者の紹介をいたします。まず、市長から市側の出席者の紹介をお

願いいたします。 

○石森市長  それでは、市側の出席者を御紹介申し上げます。 

私は、八王子市長の石森孝志でございます。 

続きまして、総合経営部長、木内基容子でございます。 

○木内総合経営部長  総合経営部長の木内基容子です。よろしくお願いいたします。 

○石森市長  財務部長、小峰修司でございます。 

○小峰財務部長  財務部長の小峰修司です。よろしくお願いいたします。 

○石森市長  子ども家庭部長、小澤篤子でございます。 

○小澤子ども家庭部長  子ども家庭部長の小澤でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○石森市長  最後に、進行役の総合教育会議専門管理官の野村みゆきでございます。 
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○野村管理官  野村みゆきでございます。よろしくお願いいたします。 

○石森市長  それでは、よろしくお願いいたします。 

○野村管理官  続いて、教育委員会側、教育長、お願いいたします。 

○坂倉教育長  改めまして、私が教育長の坂倉仁でございます。 

続きまして、八王子市教育委員会の教育委員で教育長の職務代理者であります、金

山滋美委員でございます。 

○金山委員  金山と申します、よろしくお願いいたします。 

○坂倉教育長  続きまして、教育委員、和田孝教育委員でございます。 

○和田委員  和田でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○坂倉教育長  続きまして、星山麻木教育委員でございます。 

○星山委員 星山です。よろしくお願いします。 

○坂倉教育長  この４月に新たに教育委員に任命されました輿水かおり教育委員でござ

います。 

○輿水委員  輿水でございます。よろしくお願いいたします。  

○坂倉教育長  続きまして、説明員でございますが、学校教育部長の廣瀬勉でございま

す。 

○廣瀬学校教育部長  学校教育部長の廣瀬勉です。よろしくお願いいたします。 

○坂倉教育長  学校教育部指導担当部長、山下久也でございます。 

○山下指導担当部長  指導担当部長、山下久也でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○坂倉教育長  生涯学習スポーツ部長、小柳悟でございます。 

○小柳生涯学習スポーツ部長 生涯学習スポーツ部長、小柳悟でございます。よろしくお

願いします。 

○坂倉教育長  図書館部長の小坂光男でございます。 

○小坂図書館部長 図書館部長、小坂光男でございます。よろしくお願いいたします。 

○坂倉教育長 以上でございます。 

○野村管理官  私からは、事務局の御紹介をいたします。 

   総合経営部経営計画第二課長、小山等でございます。 

○小山課長  経営計画第二課長、小山等でございます。よろしくお願いいたします。 

○野村管理官  教育委員会側の総合教育会議の担当の学校教育部学校教育政策課長、小
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俣勇人でございます。 

○小俣課長  学校教育政策課長の小俣勇人と申します。よろしくお願いいたします。 

○野村管理官  また、事務局職員として、総合経営部の職員が着席をしております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

   会議の中での御発言でございますけれども、着席で進めたいと思います。よろしく

お願いいたします。また、大変恐縮でございますが、会議の進行上、御発言がある場

合は挙手をお願いいたします。 

 

 

○野村管理官  それでは、次第の４、会議の運営方法についてでございます。資料は八

王子市総合教育会議運営要綱（案）及び八王子市総合教育会議傍聴基準（案）、資料

１と２でございますが、内容につきまして、総合経営部長から御説明をお願いいたし

ます。 

○木内総合経営部長  それでは、私から御説明をさせていただきます。 

   まず、資料１を御覧いただきます。地方教育行政の組織及び運営に関する法律、第

１条の４第９項におきまして、同条の１項から８項に定めるもののほかに、総合教育

会議の運営に必要な事項については、この総合教育会議で定めることとなっておりま

すので、その運営の細目について運営要綱を定めて、会議の円滑な進行を図りたいと

考えております。その要綱案についてが別紙１になります。 

   もう一枚、運営方法についてという図示をしたものもございますので、そちらのほ

うも参考にしていただきながらお聞きいただければと思います。 

   まず、第１条では、要綱制定の目的を定めております。 

   続きまして、第２条では、法の第１条の４第３項で「会議の招集は市長が行う」と

いう旨が規定されておりますが、告示の日程、教育委員会側からの会議の招集を求め

られた際に速やかに招集をする旨、こういったことを定めてございます。 

   第３条につきましては、法において会議の成立要件が具体的に規定されておりませ

んので、会議の成立要件と法第１条の４第６項で規定しています会議を公開しない場

合の要件及び会議の進行について定めております。 

   第４条では、法第１条の４第７項に規定されております議事録について、記載する

事項、あるいは署名員及び公表の取り扱いについて定めてございます。 
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   第５条では、法の第２項に規定されています構成員のほかに常時説明員を同席させ

ること、また必要に応じて第５項に規定されている関係者の出席についてを定めてご

ざいます。 

   第６条では、事務局について定めております。 

この全６条での要綱になっています。 

続きまして、資料２を御覧ください。これは、傍聴に関する基準（案）でございま

す。全１２条で構成しております。 

１条では、基準の目的、それから、２条から第６条までの間では傍聴券の交付手続、

返還、傍聴人の定員について定めております。 

第７条では、傍聴席以外への立ち入りの禁止について、第８条では、傍聴席に入る

ことができない者について、第９条では、傍聴人の守るべき事項について、第１０条

では、係員からの指示の遵守について、第１１条では、基準に違反した場合や会議を

非公開とする場合についての退場について、それから第１２条では、報道関係者の取

り扱いについて、それぞれ定めております。 

説明は以上です。 

○野村管理官  総合経営部長の説明が終わりました。只今の説明について、御質問、御

意見はありますでしょうか。よろしいですか。 

（はい） 

   それでは、只今御確認いただきました総合教育会議運営要綱に従って、この会議を

進めてまいります。それぞれの資料の（案）の削除をお願いいたします。 

早速でございますけれども、この今御確認いただきました総合教育会議運営要綱の

第４条の第３項を御覧ください。本日の会議録の署名員を決めたいと思います。座席

表の裏面に名簿がついております。ちょっと御確認ください。この構成員の欄の順に

署名員としたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（異議なし） 

   では、そのようにいたします。 

   本日の会議録の署名員は石森市長にお願いいたします。次回以降は、会議冒頭で確

認をさせていただくことにいたします。よろしくお願いいたします。 
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○野村管理官  それでは、次に、次第５、今後のスケジュールでございます。 

   総合経営部長、説明をお願いいたします。 

○木内総合経営部長  それでは、資料３、平成２７年度総合教育会議と関連する主なス

ケジュール（案）、こちらの資料を御覧ください。 

   縦に月を示してございます。本年度の総合教育会議の開催予定を一番左側の列に記

載しております。参考となりますように、教育定例会の開催予定日のほか、市議会の

定例会開催、あるいは市の実施計画でありますアクションプランの策定、あるいは当

初予算編成の時期なども目安としてお示しをしております。 

   本市では、市の基本構想・基本計画である「八王子ビジョン２０２２」に基づいて

施策を展開しておりまして、向こう３カ年の主な事業計画としてアクションプランを

策定しております。これが９月頃まで、そして、そのアクションプランに掲載した事

業を次の年度の予算に計上する、そういう計画主導型で予算編成を行っております。

ですので、その辺の日程もにらみながら、まずアクションプラン策定に先立ちまして、

教育行政にかかる部分の意見交換を行う、そういう想定で６月に次回、第２回目の総

合教育会議開催を予定しております。 

それから、３回目は一応１０月ということで予定をしておりますけれども、これに

つきましては、毎年度、教育委員の方のうちのお一方が任期が改まる時期ということ

もございますので、その１０月にアクションプラン計上事業の内容を御報告するとと

もに、次の年度の予算編成に先立っての協議が行えるということで、この時期を想定

してございます。 

４回目につきましては、年が明けて２月の開催を考えております。これは次年度予

算案が確定し、議会審議に入る前の段階ということになりますが、その内容について

御報告をしながら意見交換、あるいは次年度について協議ができるのかなということ

でこの時期を想定しております。 

今年度考えているスケジュールにつきましては以上でございます。 

○野村管理官  総合経営部長の説明が終わりました。皆様から御質問、御意見、ござい

ますでしょうか。よろしいですか。 

（はい） 

   それでは、２７年度はこのスケジュールを基本として、必要に応じて市長からの招

集また教育委員会側からの請求に基づく招集をする場合、お知らせをするということ
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で進めさせていただきます。 

 

 

○野村管理官  次に、次第の大綱についてでございます。市長のほうから御提案です。

御説明をお願いいたします。 

○石森市長  ただいまの大綱につきましては、教育行政における地域住民の意向を反映

させることを前提に、その目標や、施策の根本となる方針を定めるものとされており

ます。 

   本市におきましては、平成２５年３月に１８４名の市民委員の参画によりまとめた、

素案をもとにして基本構想・基本計画「八王子ビジョン２０２２」を策定いたしまし

た。その第３編に子ども子育て、学校教育、生涯学習、文化、スポーツの施策の方向

性を示しており、国が示した大綱の考え方と合致していることから、これをもって八

王子市の大綱としたいと考えております。 

   詳細につきましては、総合経営部長から説明させます。 

○木内総合経営部長  それでは、若干、長くなるかもしれませんけれども、詳しく説明

をさせていただきます。資料４です。１枚物の資料で計画関連概念図といいますか、

図示されているもの、そして裏面に大綱についての提案説明補足資料ということで、

若干、言葉を書かせていただいております。それを御覧いただきながらお聞き願いた

いと思います。 

   まず、重複してしまうかもしれませんが、大綱について、改めて確認をさせていた

だきます。 

   まず、地教行法の第１条の３、冒頭でも参考として資料を見ていただきましたけど、

この参考資料も見ていただきたいと思いますが、今、市長からも御説明しましたよう

に、当該地方公共団体の教育、学術、文化の振興にかかる総合的な施策の大綱、これ

を定めるという規定がございます。そして、この法律、法案が審議されました際に、

参議院の文教科学委員会で附帯決議がございまして、その中に、教育に関するこの大

綱、これが地域の実情に応じて定められるべきものであることに鑑み、地域住民の意

向が大綱に適切に反映されるよう努めること、こういう附帯決議がございます。 

   また、この法が公布された後、文科省から通知が出ておりますが、この中で大綱の

策定につきましても、留意事項として大綱の定義というところがございます。その抜
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粋でございますが、一つは、「大綱は地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関

する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針を定めるものであり、

詳細な施策について策定することを求めているものではない。」と。それから４番目

として、「大綱が対象とする期間については、法律で定められていないが、地方公共

団体の長の任期が４年であることや、国の教育振興基本計画の対象期間が５年である

ことに鑑み、４年から５年程度を想定しているものである。」こういったことが通知

として出ております。これらを勘案しまして、今日、御提案していますのは、八王子

市の基本構想・基本計画である「八王子ビジョン２０２２」、この第３編に当たると

ころが、「活き活きと子どもが育ち、学びが豊かな心を育むまち」、これが第３編なん

ですが、これをもって八王子市の大綱とさせていただきたいという御提案でございま

す。 

   お手元に、「八王子ビジョン２０２２」もあるかと思いますので、それを御覧いた

だきながら、この第３編を大綱としたいということの理由について御説明をいたしま

す。 

   まず、１点目ですけれども、この計画の策定プロセスについて、冊子の１５０ペー

ジ、１５１ページ、ここに策定の経緯というところがございます。そちらを御覧いた

だきながらお聞きいただきたいのですけれども、先ほどの附帯決議などにもあります

ように、地域の実情に応じて地域住民の意向が適切に反映されるようにということが

ございますが、この「八王子ビジョン２０２２」の策定に当たりましては、市民参加

でまず「八王子ゆめおり市民会議」という市民で構成する会議を立ち上げて、そこの

中でかなり綿密に議論をされたものが素案となり、市長に提出され、それをもとに市

で計画原案を策定し、そして、その過程にもそれ以外の形で市民委員会での審議をい

ただいたり、あるいは、この素案をまとめるに当たって、さまざまなアンケート、イ

ンタビューなどもされて市民意向も反映されるような形で案が整えられて、議案とし

て提出をいたしました。 

   そして、平成２４年第４回市議会定例会にこの議案を上程いたしまして、この会期

中に基本構想策定特別委員会も設置されて、市民の代表である、議会で審査がされ、

全会一致で議決をされて、そして計画ができ上がったという経過がございます。 

   そういった策定プロセスも考えますと、十分にこの大綱としての条件をその部分は

満たしていると考えております。 
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なお、この「ゆめおり市民会議」につきましては、先ほど市長の説明にもございま

したように１８４名の市民が参加され、六つの分科会がつくられ、その中の特に第３

編のもとになっている部分につきましては、教育学習分科会、こういったところで議

論をされてもともとの素案が作られているという経過がございます。 

   それから、２点目に、この内容が大綱にふさわしいものであるということについて

の御説明をさせていただきます。 

   まず、冊子の２６ページ、２７ページをお開きください。これが「八王子ビジョン

２０２２」の計画の体系図になっております。この計画は、六つの都市像、目指すべ

き都市像を定めて、それに向けてこのように計画・施策を展開していくという、その

体系図が一覧になったもので、この六つの都市像のうちの三つ目「活き活きと子ども

が育ち、学びが豊かな心を育むまち」、ここが計画でいえば第３編に当たるところに

なります。 

市の総合計画ということで、全体を網羅した計画のうちのこの３編の部分、ここに

子育て支援あるいは児童福祉、青少年教育、また学校教育、生涯学習、スポーツ・レ

クリエーション、芸術文化振興、文化財保護、そういったものを全て網羅された形で

集約をされております。また、個別の施策につきましては、６８ページが、この第３

編の始まりのページですけれども、一応８９ページまで、施策番号で言いますと施策

番号１７から２６までの１０施策に分かれてそれぞれ目指す姿、あるいは施策の展開

が示されてございます。 

   ということで、先ほど確認をいたしております大綱としての内容が、基本的に網羅

され満たされていると考えております。 

   そして、３番目に大綱として適切と考える理由でございますけれども、この「八王

子ビジョン２０２２」が市政運営の中でどのように位置づけられているかということ

を御説明すれば、そこのところについても適切であるということが御理解いただける

のではないかと思います。 

冊子の１８ページを御覧ください。ここに計画の位置づけについて説明をしており

まして、下のほうに三角形、ピラミッドの形をした図がございますけれども、この

「八王子ビジョン２０２２」が、本市の計画体系の中の頂点になるという形になりま

す。この基本構想と基本計画の部分が、「八王子ビジョン２０２２」に当たるところ

でございます。 
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そして、これを具体的にどのように進めていくかということを３カ年で策定したも

のが実施計画、“アクションプラン”と呼んでおりますけれども、毎年ローリングを

する形で、このアクションプランを定めておりまして、そして、毎年度の予算がこの

アクションプランに基づいて作られていると、そういう関係性がございます。 

今年の２月に第二次教育振興基本計画、「ビジョンはちおうじの教育」、あるいは３

月に第三次子ども育成計画、「ビジョンすくすく☆八王子」、そのほか、生涯学習ある

いは読書のまちと諸般の計画が策定されておりますし、昨年度、スポーツ振興計画な

ども策定されておりますけれども、こういったものが全部この計画体系の中に位置づ

けられております。その関係性を図示したものが、資料４の表面の図になっておりま

す。これは、教育振興基本計画に掲載している図と同じものでございますけれども、

こういった形でビジョンを踏まえたそれぞれの分野別計画が策定されているというこ

とでございます。 

ちょっと説明が長くなりまして恐縮ですが、以上のように、策定プロセス、市民参

加あるいは市民意向の反映ということ、それから内容的に必要なものが網羅されてい

るということ、そして、この「ビジョン２０２２」の位置づけそのものが市政運営の

中にあって、教育に関連する基本的な方針ということで、大綱とするにふさわしい内

容であるかなと。 

文科省の通知の中で４、５年程度を想定した期間ということも言われておりますが、

一応、この「ビジョン２０２２」が１０年間の計画ということで、平成３４年までを

計画期間をしておりまして、これは、当然、その後また改定されるということになり

ますので、そういった意味でも、長過ぎる計画でもなく、短か過ぎる計画でもないと

いうことで、この時点での大綱とするにはふさわしい内容であると考えております。 

説明は以上です。 

○野村管理官  市長及び総合経営部長からの説明は終わりました。御意見、御質問がご

ざいましたらお願いいたします。 

○坂倉教育長  決して、全然反対とかなんかじゃないんですけど、確認させてほしいこ

とが２点あります。 

まず、この件について、先日の教育施策連絡会で、私、各校長たちにこんな説明を

しています。大綱の策定については、教育委員会が目指す方向性について、これまで

も教育目標の制定とか教育振興計画の策定など、複数の方針の明示化、これは、法に
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も規定されるところでありまして、そういう意味で、多少、屋上屋を重ねることにな

らないかなという感じもしなくもないんですけれども、市長が主宰する会議のもとで

議論がなされる大綱というのは、従来の教育委員会の指針から、当該市町村の指針と

なるという意味で大きな意味を持っていると。そういう意味では一つ大きくなるんだ

よと。その時に、具体的にいった場合に、本市の教育委員会の諸指針等では、学校教

育と文化も含んだ生涯学習、言いかえれば、学校と地域の教育力についての言及が中

心だったのに対して、新しい大綱には、恐らく、ここに、幼児教育、すなわち家庭の

教育力というものが位置付けられてくるだろうと。それはそれですごくいいことだと

いうふうに思っているところですけれども、そこで２点ほど確認なんですが、一つは、

どちらかというと、これまで幼児及び家庭というのは、民生行政で語られることが多

かったんですけれども、この大綱というものを作る時に、先ほどのここにもあったよ

うに、当該地方公共団体の教育・学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱と

なっているんですけれども、そういう意味で、どっちかにしろというのじゃないんで

すけれども、いわゆる子供、家庭というものを民生行政の担当だけではなくて、教育

行政の中に入れていくという方向性というのを本市は示しているんだということを確

認していいのかなというのが一つ、組織はどうやるかは別にして。 

   もう一点は、先ほど木内部長の説明の中で、かなり計画のところに入ってきている

んですけれども、ちょっと確認したかったんだけど、「ビジョン２０２２」で言うと、

１２ページがいわゆる都市像ですから、基本構想じゃないですか。先ほど言った計画

のところは基本計画じゃないですか。その時に、１２ページで捉えればいいのか、も

う少し具体的なかなり施策も縛ってくる、６８ページ以降も含めてという捉え方をす

るのか、その辺のところをちょっと確認したいなと思いました。 

○木内総合経営部長  一応、考え方として、まず１点目の幼児教育、児童福祉的なもの

も含めて全体を３編に位置づけているということについての確認です。そもそも、こ

の「八王子ビジョン２０２２」を策定するに当たっての大きな、従来の基本構想・基

本計画との違いといいますか、特色として、子供にかかる部分を一体の取り組みがで

きるようにということで体系づけたということがございます。これの前の代の計画の

時には、そこは別の、子供のところは福祉の分野、民生分野のほうに分類していたと

いうことがありますが、この計画がつくられるプロセスの中で、やはり今後の子供の

教育、これは一体的に幼児期から一貫してやっていくのが適切、あるいは、子供や家
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庭を支援していくという地域ぐるみで子供を育てていく、そういう考え方に適合する

ようにということで、こういう編の立て方にした、そういうことを確認しております。 

   ですので、八王子市としては、この分野につきましては、市側のそういった子ど

も・子育て施策、あるいは教育委員会に委任していますけれども、スポーツであった

り生涯学習であったり、そういったところも一体として捉えていくという施策展開を

考えておりますので、そこのところはそういうことで確認をいただきたいと思います。 

   それから２点目のところですけれども、計画の部分がかなり細かい施策までになっ

ているけれどもということの御指摘でしたけれど、施策の展開という部分では、確か

にいろいろ細かいところが書かれておりますけど、実際にはさらに細かくは、先ほど

も説明いたしましたアクションプラン、事業計画のところで個々、年度ごとに、これ

は毎年３カ年計画としてローリングをしておりますので、その時のいろいろな社会情

勢、あるいは重要課題、そういったものを見据えながら、具体的なところはそこで常

にローリングをしていくということで、施策とはいっても、非常に大筋の基本的な考

え方を示しているにすぎませんので、一応そこも含めて、大綱というふうに考えてい

ただいていいのではないかと思っております。 

○野村管理官  子ども家庭部長はいいですか。 

○小澤子ども家庭部長  いいです。 

○坂倉教育長  後のほうは、ですから、構想と計画、両方で理解しました。 

   前のほうなんですけれども、そのことについて全く反対はないんですけれども、現

実の問題としまして、教育委員会では、今言った、生涯学習やスポーツのところにつ

いては受けていますけれども、子供施策については、具体的には受けていないという

中では、直接何かができるというわけではない。そういう中では、特に例えば例を挙

げれば、放課後の子供の居場所づくりなんかで言いますと、学童と放課後子ども教室

の関係といった場合なんかで、どれだけこの施策の担保ができるかなとか、それも含

めて議論していけばいいと思うんですけれども、その辺のところで子ども家庭部長、

特にないじゃなくて、子ども家庭部長のほうで、民生だけではなくて、教育も含めた

一環でやっていく時の機会というかすみ分け、難しいんだけど、連携してやっていか

なきゃいけないんですけれども、ちょっと思いがあれば、ぜひ聞きたかったなと思う

んです。 

○小澤子ども家庭部長  今、私がないと申し上げたのは、木内部長が申し上げたことに



 －１７－ 

異議がないということで申し上げました。 

   子供というのは、時間で場所で所属が決まるわけではなく、ずっと子供は子供でい

るわけですので、施策については連携して進んでいかなければならないと思っていま

す。 

   教育では民生の部分について委任を受けていないということですが、それはそれぞ

れの所属がございますので、共に何ができるのかというのを話し合いをさせていただ

く会議だと理解をしております。 

今、教育長がおっしゃられたように、放課後の子供の居場所というのは、私たち、

民生の部分でもとても大きな問題でございます。この福祉の部門だけでそれが解決で

きるということではございませんので、ぜひ一緒にお話をさせていただいて、子供た

ちのためにいいような方向ができればというふうに思っております。よろしくお願い

いたします。 

○野村管理官  他に御意見、また御質問ございますでしょうか。 

○輿水委員  よろしくお願いします。 

   今、お話があったように、子供を育てるというのは、縦横斜めの関係が、今、非常

に求められている。そういう意味で、いろいろなところと関連、連携しながらという

のは大変いいことだというふうに思います。 

   質問ですが、ここで、今、具体的に考えていらっしゃる子供というのは、厳密にい

うと何歳から何歳までを対象に考えていらっしゃるんでしょうか。 

○小澤子ども家庭部長  私どもの児童福祉の部門ではゼロから１８歳までをターゲット

にしております。 

○輿水委員  ありがとうございました。そうですね、児童・子供の捉え方というのはゼ

ロから１８歳までという、そういうタームで捉えることがすごく大事だろうなという

ふうに私も思っておりますので、この大綱、大きなくくりで考えた時に、何をしてい

くのか、またこれが細かくなった時にアクションプランでも出てくるんでしょうけれ

ども、具体的に何をするのか、ぜひこの場でも論議になっていくといいなというふう

に思います。 

   ありがとうございました。 

○野村管理官  教育委員には、今日、「ビジョンすくすく☆はちおうじ」はお配りにな

っているんですか。冊子は今日配られた。これから御覧になっていただければ、もう
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少しわかるかなと思います。 

   他に御意見ございますか。また御質問でも。本市の大綱でございます。非常に大切

な部分でございますので、ぜひ活発な御意見をお願いします。よろしいでしょうか。 

○坂倉教育長  内容については全く問題ないんで、手続とか、それから実際に組織でや

っていく時に確認しただけであって、特に、木内部長から説明があったように、本当

にうちの場合は市民参加で作っているものだし、これをまたパブコメもしているので

内容は全く問題ないと思いますので、ただ、確認したかっただけです。 

○野村管理官  わかりました。それでは、市長の提案どおり、八王子市の基本構想・基

本計画でございます「八王子ビジョン２０２２」のうち、第３編を本市の教育行政の

総合的な施策の大綱とみなすということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

   これからは自由な意見交換を予定しております。 

   まず、教育委員各位からお考えになっていらっしゃることや、この会議に期待され

ることなど、お話ししていただければと思っております。 

   それでは、金山委員、お願いいたします。 

○金山委員  今の大綱に関しまして、私も「ゆめおり市民会議」のほうに参加しており

ましたので、そこの３編をとっていただくということはとてもうれしいことで、皆様

にさらによく見ていただけるものになるのではないかと思いますので、ちょっと御礼

を申し上げたいなと思います。 

   まず最初に、すみません。私がこういう立場になりましたので、まず最初にお話し

させていただくんですけれども、教育委員歴とかでいいますと、ほかに長くやってい

らっしゃる先生方がいっぱいいらっしゃいますので、つたないお話になると思います

けれども、申し訳ありません。 

   まず最初に、ちょっと今日、昨日の夜なんですけれども、子供たちが新学期でわく

わくするような、ちょっと怖いようなわくわくするような、そんな気持ちで、昨日の

夜は過ごしました。まず、市長と、よくお顔は合わさせていただくんですけれども、

具体的にお話をするチャンスはなかなかなかったので、こういうチャンスをいただい

て市の大きな流れであったり、それから私たちが日ごろ、一生懸命、学校を訪問して

見ていることとかを御理解いただけるチャンスになれば、とてもうれしいと思って楽

しみにしております。 
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   それから、先ほどの最初の御説明にもありましたように、教育委員会制度が今変わ

ったわけなんですけれども、やはり継続性、安定性に加えて素早い対応ということが

やはりこの会議で可能になるんではないかと、そこのところも期待しております。 

   今、社会が転換期に本当にあると思うんですけれども、教育は人生前半の社会保障

であるということをあちこちで言われるんだけれども、実際の現場でどれほど認識し

ていただいているのかなというふうに思うこともあります。教育界というのは課題が

山積みで、教育委員会の施策だけではカバーし切れない部分がたくさんありますので、

今日、いらっしゃった部長さんたちのような、他の部の方と連携ができるということ

も大きな力になるんじゃないかなと思っております。 

   今までもそうでした。教育委員会の教育委員、教育長になられましたけど、それま

で５人、皆様、視線が違う、いろんな目線で教育を見据えての議論が本当に白熱する

教育委員会でありました。１足す１は２じゃないよねと思いながら、私も発言させて

いただいていましたけれども、ここでさらに輪が広がりまして、沢山のお話を伺える、

そして、市の行政のトップで責任を持って取り組んでいらっしゃる市長とお話しさせ

ていただくことで、本当に１足す１が５じゃなくて１０にもなるんではないのかなと、

そういう期待も持ってきょうは来させていただいております。 

   全国の教育委員会の会議などにも出させていただくんですけれども、とても皆様熱

心で熱い思いを持ってやっていらっしゃいますし、レイマンコントロールという大き

な意識を持ってやっていらっしゃいます。そのことを踏まえまして、ただ、いろいろ

な御批判ということも踏まえまして、ここで新たな会議ということに対して、今まで

述べましたような期待を持ってこれから取り組ませていただきたいと思っております。 

   以上です。 

○野村管理官  ありがとうございます。それでは、和田委員、よろしいでしょうか。 

○和田委員  教育委員になりまして、今年で７年目を迎えております。私も学校の教員

から、東京都や市の教育行政に関わってまいりまして、今現在は、教員養成とか教師

教育の立場で関わらせていただいております。そういった立場から八王子の教育のよ

さ、抱えている課題について、教育委員会の中で発言をさせていただいてきたという

ふうに思っています。 

   今日、この会議の時に、どのレベルの話になるのかなというのが不安で、自分の立

ち位置をどういうふうに考えていったらいいのかなというのは、今この場にいても、
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会議の中の流れを感じながらお話をさせていただいているんですが、端的に、こうい

った会議を持てるということは、別の機会にもお話ししたんですけれども、公の機会

の中で、市長さんがどんなことをお考えになっているのか、あるいは、市の担当者の

方々がどういう考え方を持っているのかということをしっかり聞けるような、そうい

う機会が欲しいなというふうに思っておりました。市民の方々のさまざまな要望であ

るとか、教育に関する関心事については、教育委員はもちろんなんですけれども、行

政の首長さんとしての立場に立っている方が一番敏感に感じながら、そのお仕事をさ

れているんではないかなと思いますので、やはりそういう立場からの御意見を聞く機

会が今回できてうれしく、楽しみにしているというところです。 

   この会議への期待としては、やはり教育が、今、学校だけでは成り立たない状況に

あって、教育基本法もそうですけど、家庭に教育の場を求めるようになった。さらに、

その前段階として、子育てというところから始まって、それがずっと子育てから教育

そして生涯学習へという、そういう大きな流れになっていますので、そういった意味

から、今までどちらかというと教育委員会の取り扱う内容というのが、学校とか生涯

学習の部分が多かったわけですけれども、やはりその前後、あるいは周辺のいろいろ

なことについても意見を交換できればいいのではないかなというふうに思います。 

 子育てから教育への連続性と、それから行政との関連性を考える機会になる会議で

はないかというのが１点、期待しているところです。 

   二つ目は、やはりお聞きするだけではなくて、教育委員の立場でこんなふうに考え

ているということをお伝えできる場ではないかなというふうにも考えておりまして、

足りない部分についてはぜひ御意見をいただきながら、私たち、教育委員会の教育委

員も事務局も、教育に関して真剣に取り組んでいて、こういう基本的な考え方を持っ

ているんだということをお伝えしながら、教育委員会の信頼というとおかしいんです

けれども、教育を任せられている教育委員会への信頼を高めていただけるような、そ

んな機会にもなったらうれしいと思っています。 

   ３番目は、私は教育畑ですが、学校や教育関係者が苦手な部分というのは、予算と

評価なんですね。つまり、お金がどう動いて、この教育が行われているのかというこ

とがなかなか実感を持てないで、教育の理論だけでいろんなことを展開している部分

があるわけですけれども、学校教育には、当然、財政であるとか予算とか関わってき

ているわけなので、そういった予算の理解を図ること、それから学校やあるいは教育
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が市の行政の立場からどのように見られているのか、先生方がどう見られているのか、

そういったものの批判をしっかり受けとめながら、これから議論をしてきたいという

ふうに考えておりますので、他の行政の部署の方々から学校や先生方をどう御覧にな

っているのか、そういうような御意見をいただきたいなというふうに思っています。 

またあわせて、ここでの議論の中でメリハリのある予算配当であるとか、財政支援

をぜひお願いしたいなというふうに考えています。八王子は学校が非常に多いので、

これを学校ごとの特色でなかなか予算配分等は難しいと思うんですけれども、やはり、

今、学校が必要としている、子供たちが必要としている分野での予算については、ぜ

ひメリハリをつけていただけるようなことがあっていいのではないかなというふうに

思っています。 

八王子は、小中一貫にしても、地域運営学校にしても、特色ある教育活動を各学校

の校長先生が選択してそれを展開するという形をとっているわけなんですけれども、

そういった中で、やはり積極的にやっている学校については支援をしていただきたい

し、また、子供たちがなかなか集まらなくて活性化がしにくいような学校については、

教育を高めていく、あるいは教育を活性化するような予算配当であるとか、そういっ

たような視点でもぜひ御支援をいただけたらありがたいなというふうに思います。 

そういう意味で、学校が、今行っている教育について評価をいただいたり、それに

関わる予算について御意見をいただければありがたいなというふうに思います。また

私どもも会議の中でそういったこともお伝えしていきたいというふうに考えておりま

す。 

   私からは以上です。よろしくお願いします。 

○野村管理官  星山委員、お願いします。 

○星山委員  星山です。よろしくお願いします。 

   私は、一人の子供が地域でどういうふうにしたら幸せに育つかなということをずっ

と考えてきたんですが、こんなものがあったらいいだろうなということをちょっとお

話ししたいと思います。 

   今、子供たちは遊べなくなったなと思います。その遊べない理由としては、場所が

なくなった、仲間がいなくなった、見守ってくれる人がいなくなった。で、ここの会

議というのは、教育委員会だけではできなかったことが、象徴的に場を作ること、仲

間を作ること、見守る人たちを育てることといった総合的なことが考えていけるので



 －２２－ 

はないかなと、そこに非常に大きな期待を持っています。 

   例えばですが、保・幼・小の連携もそうですし、家庭と地域と学校の連携もそうな

のですが、連携が大事だということはみんなわかっているのですが、ではどうやった

らそれが具現化できるかということに関して、一緒に話し合ったり考えたりしている

場が今までなかったので、これはとても大きなチャンスだなと思って、私もありがた

いなと思っています。 

   例えばなのですが、子供が例えば小学生だとして、私の子供が小学生だった時、学

童に通っておりまして、孤独度調査というのがユニセフであった時に、日本の子供の

孤独度、ひとりぼっち度というのがＯＥＣＤの中、２５カ国の中で、断トツにトップ

だったという調査が出て、息子に、日本の小学生ってこんなに寂しい、子供たちって

寂しいって言っているけど、信じられないねと言ったら、息子が、いや、僕も寂しい

んだよというふうに答えたのがとても印象的で覚えています。どうしてと言ったら、

僕は学童に行っているから、学童に行っていない友達と遊べないんだ。考えてみれば、

これは私たち大人の都合で、いろいろなところで縦で割って、時間や空間を分けてい

るのですが、子供たちの世界や時間は、みんなつながっていて、どういうふうにした

ら子供たち同士が安全で見守られて一緒に遊べるか、一緒に学べるかということを私

自身も考えるきっかけになったことです。 

   今、学校は学校でありますし、放課後支援もありますし、学童もありますし、それ

から、例えば、今は放課後デイサービスといって、療育が必要なお子さんの場もあり

ます。あるいは保育園もあって幼稚園もあります。でもみんなばらばらのところにあ

って、でも遊ぶ場がない、外でも見守ってもらえる人がないという同じ課題を抱えて、

孤立している人が非常に増えているというところで、何か工夫をしたら、例えば大き

い共有できる場所があったら、遊びの場や学びの場があって、みんなで、これ、複合

施設の話につながると思うんですけど、そういうものがもし創出できたら、それはと

てもすばらしいことだなというような夢を個人的には持っています。 

   もう一歩進んで、ちょっとこの会議のメンバーではないと思うんですが、地域には

見守ってくださる、見守りたいなと思ってくださっている、例えば御高齢の方である

とか、地域の方たち、たくさんいらっしゃるので、そういうことをきちっと考えてい

くことが、地域の活性化にも結びつきますし、また一人一人の方、それぞれの方たち

が居場所を見つけて自分も社会のために、地域のために役立つ人間なんだということ
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がわかっていく、伝わっていくのではないかなと思っています。もし八王子でこの新

しい制度を利用して一つでもそういう新しい試みができたら、とても意義あるものに

なるのではないかなという夢を個人的には持っています。夢は夢で終わるかどうかわ

からないんですが、これが私が今思っているところです。 

   以上でした。 

○野村管理官  輿水委員、お願いいたします。 

○輿水委員  輿水でございます。金山委員が、昨日はわくわくしたというお話から始め

られましたけれど、私は、どきどきしながら、今朝を迎えました。この４月１日に拝

命いたしました。八王子に本当に帰ってきたなという感じの４月スタートでした。 

   この前行われました校長対象の施策連絡会の時にお話ししたのですが、まず第一声

は、ただいまと言った覚えがあります。八王子に帰って来れたなということを大変う

れしく思っています。 

   私も八王子の小学校で１０年間教員をいたしまして、その後、港区の教育委員会、

教育行政のほうに移りまして、港区から東京都、１０年間の教育行政畑を歩いてきて、

そして、本当は古巣、八王子の願いがあったのですが、うまくいきませんで、港区の

学校に校長で５年おりました。その港区とのつながりが大変濃くなりまして、港区で

は社会教育委員を仰せつかったり、財団の理事とか、さまざまやってきましたけれど

も、いつも八王子はどうかな、ニュースがあるたびに、八王子はどうかなと、いつも

そう思ってアンテナを高くしておりました。だから、こういう立場になりまして、何

かしらお役に立てたら、こんなうれしいことはないというふうに思いながら、この席

に座っています。 

   一昨日ですか、私、日野市から自宅までタクシーに乗りました。タクシーに乗りま

したら、ちょうど選挙カーですか、が走っておりまして、タクシーの運転手さんが、

私は何も言わなかったのですが、いや、八王子は市長さんが八王子の人だからねって、

そんな話から始まりまして、私が自分の立場を何も言ったわけではないのですが、そ

の運転手さんも生粋の八王子育ちだそうです。やはり行政に期待するところがすごく

熱いなと思いながら、私ほとんどしゃべらないで、タクシーの運転手さんがずっと話

されていたのです。 

その中で自分には孫が二人いると。ゼロ歳から自分の娘夫婦のかわりに孫を見てき

たけれども、やはり子供というのはゼロからがすごく大事だと思うというような話を
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本当に一市民の方でしょうけれどもしていらっしゃいました。１８４人の市民の声を

受けて、この大綱ができた、一人一人の市民の思いが集まっているという意味では、

大変重く受けとめています。ぜひこの大綱が具体的な策として生きるような、そんな

ものになってほしいというふうに思います。 

   今、さまざまお話がありましたけれども、私は学校の立場から申しますと、学校と

いいますか、学校教育をずっとやってきた者の立場から言いますと、よく学校の非常

識という言葉を聞かれるのではないでしょうか。学校は何かしら特別なところのよう

に学校に携わっている人は思っているけれども、でも学校の非常識ってあるじゃない

かというふうに一般的に耳にすることがございます。私もやはり、いわゆるコストパ

フォーマンスであったり、いわゆる費用対効果について、どういうふうに考えなけれ

ばいけないのか、ここは大事だろうと思うのです。大事な税金を使うわけですから、

執行するわけですから、学校というところは、そういう意味ではしっかりとしたビジ

ョンを持って有効に大事な施策を、効率ある施策を、充実した施策を推進していかな

ければいけないと思います。 

そのためには、やはり学校を預かる校長にビジョンが必要だというふうに思います。

校長先生がビジョンを持つためには、校長先生がわくわくすることが要ると思うので

すね。これ、やってみようとか、こうやったら学校が変わるとかというふうなわくわ

くビジョンをまさに、この大綱のような、市が持っている大綱のようなわくわくビジ

ョンを学校が持てるような、またはそういう具体的なものが指導というのでしょうか、

何かしら支援できるような、そんな教育委員会になりたいと思いますし、ぜひそうい

う時に市長のお力をおかりできたらなというふうに強く思うところです。 

   総合教育会議、初めてできたということで、これがどういうふうに運営され、何を

もたらすのかというのは、ある意味、注目されているところではないでしょうか。東

京都全体でも新しい今回の地教行法に基づいて、新しい体制を敷いてスタートしたと

いうところは、そんなには多くないと。総合教育会議はそれぞれ開かれますけれども、

というふうに聞き及んでおります。 

やはり八王子は、ある意味、スタートといいますか、４月１日からこの方式でやっ

ていくというのは、市民の関心も高いでしょうし、やっぱりやる以上は、やってよか

ったという、そういう会になればいいなと思っています。 

   市長からスピードだというお話を聞いて、大変心強く思っています。教育現場でト
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ラブルが大きくなったり、本当にあの時こうしておけばというようなことが実はいろ

んな後で浮かんでくる言葉です。スピードというのはすごく大事、即対応ができると

いうことはふだんから情報をしっかり集め、実態分析ができている、そして、トラブ

ルというのは当然起こるわけですから、起こるべきトラブルをどれぐらい予想し、そ

してもちろん予防もそうですけれども、小さいうちにどう対応していくかを一緒にな

って、教育委員会はもちろんですけれども、一緒になって動ければ、心強いことはな

いなと思いながらきょう参加させていただきました。 

   以上です。 

○野村管理官  ありがとうございます。 

市長、５人の教育委員からの非常に期待が大きいかと思いますけれども、何かお話

はございますか。 

○石森市長  いずれにしても、以前よりは予算的な面では、学校サイドの意見というか、

要望というのは実現しやすいと思っているんですね。この間の、さっきも教育長が話

をしましたけれども、我々のところに上がってくる時には、もう大体ありきたりな予

算というとおかしいけれども、そういったものに限られてしまいます。八王子も中核

市に移行しましたし、精力的な取り組みというのは、本当にどんどんしていかなけれ

ばいけない、そういう立場になっていますから、できるだけ現場の先生方の御意見等

を上げていただきながら、我々としてもしっかりと予算化をしていきたいと思ってい

ます。 

   何よりも八王子の子供たちのために予算をしっかりつけていきたいなと、そういう

ふうに思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○野村管理官  市長から八王子の子供たちのためにという言葉が出ましたけれども、今

日初めての会議ですので、市長も学校現場のことは、当然、何度も足を運んでいただ

いていますから、御存知だというふうには思っていますけれども、何か教育委員のほ

うからここだけはぜひ市長にも、今度、学校に足を運ぶ時は、こんなところも見ても

らいたいとか、こういうところについても市民のほうからの意見を直接聞いてもらい

たいとか、そういうことがありましたらば御自由に。 

○坂倉教育長  というか、何となくちょっと予算の要望にとなっちゃったけれど、ここ

でしちゃいけないと私は思っているの。そういう意味で言った時に、この間の、これ

もやっぱり教育施策連絡会の中で話をしたんだけど、もう少し高い話をしたいという
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のを話したんですけど、八王子市は幾つか統計の書類を作っているんだけれども、教

育統計の中で、各学年別の児童・生徒数が載っているんだけど、小学校６年生が一番

多くて４，９０６人いるの。中学校３年生は４，５６６人なの。どうしても私立を選

ぶ人がいるから減ってくるんで、大体、１学年、小学校へ行った時に今７０名ぐらい、

１校平均ね。７０校で割って七七、四十九だから。 

それと同時に、今度はこちらの統計で５年間の出生数が出ているんだけど、平成２

２年生まれの５歳が４，３１８名、それから一個ずつ下げるんだけど、４，１０５、

４，０６３、３，９７４、２６年生まれ、今年１歳になると、３，７４３なの。 

もちろん、市長がおっしゃっているように、産業振興を一生懸命やって、それから

魅力あるまちを作ってどんどん社会増をしたいと思うけど、明らかに減っていく。こ

のままでいくと、５年後の新１年生は、７０校で割ると５０になっちゃうわけ。人に

よっては、５０で２クラスあると２５人学級でいいじゃないかと言うかもしれないけ

ど、恐らく、学校によっては１学級になって、それも単数が出てくるみたいになって

くるんで、単なる再編とか適正配置とか統廃合じゃなくて、子供たちの教育環境を守

るためにどういうふうにしていくかというあたりの議論を今後ぜひやっていきたいな

というふうに思っているので、もちろん、それは教育委員会がしっかり考えなければ

いけないことだけれども、まさにさっき言ったみたいに、子供施策からも考えなきゃ

いけないと思うので、そういう意味では、増やすことももちろん大事だけれども、現

実、減っていく中で、どういう形が一番子供にとっていいのか、そのためには市民の

方にもどんなお話をしていくかという、そういうような高い、高いというのは語弊が

あるけれども、教育委員会としてはお金の要望じゃなくて、そういうようなところを

一緒に考えていけたらなというふうに思っています。 

   そういう意味で、今、私自身は、非常に５年後の数を考えた時に、これから何をし

なきゃいけないかというと、非常にいろんな意味で気が重いというか、悩むところが

あって、いずれにせよ、かなり少なくなる。しかも一方では、サクラシティみたいな

感じで増えているところがある中では、なかなかこれからいろんな意味で子供の教育

環境をどう守っていくか、いろいろ考えるところもあるので、ぜひそういう議論をで

きればなというふうに思っています。 

○野村管理官  総合経営部長のほうから、何か市の動きというのは。 

○木内総合経営部長  今、教育長から予算の要望でなくという言葉が出ましたので、内
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心ほっとしているところもあるんですけれども、先ほども「２０２２」のことについ

て説明をしましたけれど、最も重要な「２０２２」の基本理念というのですか、そこ

のところの説明を落としていたんですが、やはり協働でまちづくりをするということ

です。星山委員からもお話がありましたように、地域の中で子供たちをどういうふう

に見守っていくか、和田委員からも学校だけではそういった議論ができないという御

発言もありまして、金山委員もその計画を作るプロセスの中に入って、そういう議論

もされていらっしゃったかと思うんですけれど、市の側、教育委員会以外の部分につ

きましても、逆に学校というのを地域の拠点と考えて、いろんな施策、学校教育だけ

ではなく、いろいろな市民がそこでまちづくりについて考えていく中に、次世代をど

う育てていくかということも重要なことになります。そういったところで何を重点に

置いて、今後、３カ年あるいは５カ年、財政を見通しながら、どこに配分をしていく

かということを常に、今日、財務部長も出席していますけれども、頭を悩ませつつや

っておりますので、なかなか１０７校ある中で、そこの公平性みたいなものも考えて

いかなければいけない一方で、やはりメリハリをつけてというところもしていかない

と、なかなか特色のあるもの、あるいは、先導的なというんですか、そこが良いリー

ディングケースになって新しい展開になっていく、そういったことも作っていく必要

があるのかなというふうに思っています。そういうメリハリをつける、あるいは、こ

れまでにない取り組み、将来を見据えた取り組みをしていく時の市民の合意形成、あ

るいは学校関係者、教育関係者の合意形成というのがとても大事になっていきますの

で、そういう中で、逆に我々のほうも市の施策をまとめていく時に、そういう合意形

成の部分も含めてどういうふうに進めていったらいいのかというのは、大変重い課題

です。そういうところについて、いろいろ意見交換をし、教育分野での合意形成の中

で、もしかしたら教育委員の皆様方にかなり汗をかいていただかなければいけない、

そういう場面もこれから増えてくるのかなというふうに思っております。是非そうい

ったことで率直な協議の場としてここが、そういう足がかりにできればありがたいか

なと思っております。 

○野村管理官 金山委員からもお話がありましたけれども、また和田委員からもございま

した、他の部の連携とか、それから周辺との連携ということで、異動したばかりの部

長もいらっしゃいますけれども、ちょっと関係のある部長のお話も、本当は市長と教

育委員の議論の場ですけれども、お時間がございますので、子ども家庭部長からもち
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ょっと、まだ教育委員のほうには、これ、手元に行ったばっかりですので、その辺も

含めてお話をしていただければ。 

○小澤子ども家庭部長  私ども、子ども家庭部では、「ビジョン２０２２」のもと、子

ども育成計画というのを策定しております。ぜひまたお時間があったら御覧いただき

たいというふうに思っているんですが、第三次の計画になっております。「みんなで

育てる、みんが育つ八王子」という基本理念のもと、全ての子供たちが笑顔で成長し

ていく、また夢を持って、夢に向かって羽ばたくことができるように地域で子供を育

んでいくんだというのが一つ。それと、全ての家庭が安心して子育てができるように、

また育てるということの喜びを感じられるように社会全体で子育てを支える、これが

二つの理念。そして、もう一つは、八王子、いいねと思っていただけるような、そん

な八王子のまちづくりをしていく、こんなような基本理念のもとにつくりました。平

成２７年今年の４月から５年間の期間でございます。 

   先ほども申し上げましたが、子供たちは、ある１点のところで生きているわけでは

なく、朝から晩までずっとこの八王子、あるいは違う場所で存在をしているわけです。

そこで、私たち行政が、これは福祉の部門だからとか、あるいは、教育の部門だから、

それぞれで施策を組んでいく必要があるとは思うんですけれども、分断をしていては

いけないという思いのもとに、この計画を作ってございます。 

   先ほど星山委員から保・幼・小の話もございました。保・幼・小も私ども、平成１

２年から実施を、保育園、幼稚園そして小学校、この連携を平成１２年からやってい

たわけですけれども、昨年度から学校にも、とても協力をしていただきまして、保・

幼・小連携の日、こんなようなものを設けました。それぞれ保育園、幼稚園も一生懸

命やっている、小学校も一生懸命やっている。ただ、それに何かつながりというもの

を一つこの日を設けることで連続して子供たちを見ていこう、連続して子供たちを育

てていこう、このような精神のもとにしているところです。また、関係機関だけでな

く、地域の大人が地域で子供たちを育てる、見守る、あるいは心配をし支える、こん

なような施策体系になっております。 

   申し上げました基本理念のもとに、四つの基本方針を設けまして、それぞれ実施を

するところです。ぜひまた御覧いただいて、御意見をいただきたいと思っております。 

   その中で、教育委員会との連携というのは欠かせないものだと思っているんです。

例えば福祉だけでできた、民生だけでできたとしても、本当にそれが子供たちにとっ
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ていいことかどうかというのは検証をしなければいけないなと思っております。昨年

度までの子供の計画は、子育てナンバー１を目指して、要するに、子育てをしている

人たちがどれだけ安心して子育てをしていけるかということの計画でございました。

今回策定いたしました三次計画は、それに合わせて、子供の目線で、子供の権利を守

る、権利と仰々しく言うつもりはないんですが、子供にとって何が一番望ましいのか

を考えていこう、こんなようなことも考えておりますので、是非また御協力をいただ

きたいと思います。 

○野村管理官  ありがとうございます。総合経営部長、子ども家庭部長、今まで教育委

員会の定例会の中では余り耳にできないようなお話を伺ったわけですけれども、その

辺のところをお聞きになった上で、また教育委員のほうから御発言がございましたら

お願いいたします。次回からの議題の参考にもしたいというふうに、また、会議の進

め方の参考にもしたいというふうに思っておりますので、何か御意見がございました

らばお願いいたします。金山委員。 

○金山委員  保・幼・小連携の日の発表会には、私も行かせていただきまして、その活

動の名前は知っていたんですけれども、具体的なことをそこで説明していただきまし

たので、すばらしいやっぱり取り組みだと思います。小学校を見てみまして、その前

段階でどういうことがあるのかって、すごく大きな影響があるなというのを感じてお

りましたので、連携をとっていただくことはすばらしいんですが、ただ、あれによく

似たことは他の学校でも今始まっていますので、お声がけしていただいて、全市の動

きになるといいなと思ったことです。ですので、やはりすごく連携の必要な分野だな

というふうな感じはその時もいたしました。 

○野村管理官  小中一貫教育も進めているところですけれども、和田委員のほうで、先

ほど小中一貫の話も出たようですけれども、その辺でまた何かありますか 

○和田委員  地域運営学校を行っていたり、学校運営協議会を先進的に進めている杉並

区の教育長さんが、教育委員対象の施策連絡会の中でお話ししていたんですけれども、

やっぱり子供の学力を高めたり、情緒を安定させたりする要素としては、学校だけで

はなくて、家庭とか地域の人と子供たちがどれだけ関わっているかということがやっ

ぱり大きな要素になってきているというお話をされたんですね。何かデータもとって

いらっしゃるようなんですけれども、そういう今の子供たちの環境をきちっと作って

あげるためにも、親同士のつながりであるとか、あるいは学校の状況を安心して理解
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できるような場であるとか、つながっていく先に見えてくるものがしっかり保護者の

方にも見えてくるような、そういう取り組みをしてこないといけないと考えておりま

す。今、幼・保連携、小学校も含めてですけれども、そういう連携も含めて、親をど

のように教育に巻き込んでいくかという施策が、これから重要になっていくんではな

いかなというふうに思います。 

○野村管理官  他に御意見ございますでしょうか。輿水委員。 

○輿水委員  先ほど小澤子ども家庭部長に、子供ってというふうな話をしてしまったの

ですけれども、本当にゼロから１８歳までをきちっと私たちが子供として認識して、

さまざまな施策を始めとして手を打っているかと言われると、そこら辺の濃い、薄い

があるなと思っています。 

   教育長が、人口の推移のお話がありまして、出生率は、これもう下がっていくだろ

うということは統計数値を見るまでもなくあるのですけれども、社会移動をどうしよ

うかという時に、やっぱり１８歳になった若者たちが、I love hachioji で八王子に

残りたいというふうな思いで産業振興も含めてですけれども、そういう芽生えをつく

るのもやはり大事かなというふうに思っています。 

   で、１８歳、川崎の事件を持ち出すまでもないのですけれども、あの時期、中学校

から高校、もっと言えば高校をドロップアウトしたような子供たち、行けなくなった

子供たちがいる中で、どういうふうに、この世代の子どもたちをフォローするのかが

大きな課題だと思います。0 歳からの乳幼児期は親も必死ですし、その時期に何か課

題があれば当然、保護しなければどうしようもないわけですから、目は行くわけです

が、社会の目が薄くなるところというのは、やっぱり中学校から高校、そこら辺りか

なという感じもしないではありません。やっぱり少子高齢化社会の中で若い力が八王

子にとどまって、ここで頑張っていきたいというためには、魅力的なまちづくりなり、

または彼らを支えるサポートなりというのが必要ではないかなと思います。 

   他区市では、例えば、学童を終わった、学童というのは３年生までですよね。その

後、放課後家庭クラブとかいろいろあるけど、やっぱり青少年の思春期のあの時期が

本当に抜けてしまう。そういうところでどういうふうな支援が地域や、もっと言えば

行政はできるのかということも一つ考えたいなと思いながら議論をお伺いしていまし

た。 

   もう一つは、今、幼児教育が、つまり就学前の５歳、４歳の子供たちに対する教育
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をしっかりやることが、その後、本当に子供たちが育ってしまってからかける努力と

いいますか、力に比べるとすごく効率という言葉を使っていいのかどうかわかりませ

んが、非常に効果があるというふうな研究がされていると聞いています。中教審でも、

そういう幼児教育をどうしようか、就学年齢をどうしようかという論議がなされてい

るやに聞いております。そうなると、いわゆる保・幼・小関連というのが互いに交流

するだけではなくて、学力保障とか生き方保障とか、そういう観点でも見ていくこと

が要るのではないかなと。とすると、やはり子ども家庭支援部といいますか、その部

と教育、学校教育が一緒になって考えるということがますます必要になってくるのか

なというふうに考えながらお伺いしていました。 

   以上です。 

○野村管理官  ありがとうございます。星山委員、ありますか。 

○星山委員  私は、親とか家庭をどうやって支えるかという視点というのは、長くそれ

には気がつかれていたんですが、近年、非常に重要になってきているかなと思ってい

ます。その点においても、学校教育だけでは限界があるというのは、どうやって小・

中年齢の学童期、それから中学校、思春期に上がるお子さんを持っている御家庭、そ

れからやはり保護者の方々を含めて、もしかすると、私は生涯学習的な支援も必要な

のではないかな、それが家庭教育支援なのかもしれませんけれども、親御さんたちに

も何が大事かということをこちらのほうから積極的に発信し、同じように理解、同じ

ことが大事だということを共有していかないと、なかなか難しい時代になったなとい

うふうに実感しています。 

   そのスタートがやはりゼロ歳から６歳というところではありますけれども、そこと、

それから小学校、まさに保・幼・小、それから中というふうに親御さんもきちんと、

やっぱり親御さんも育っていくものかなと私は思っているので、その辺の視点も取り

入れていくといいのではないかななんていうふうに思っています。 

   小さいお子さんを育てている親御さんというのは、そんなに先まで見ていないので

はないかなと思っていまして、教育界で、今、求められている未来の子供たちがどう

いう力をつけてほしいかということなんかは、文部科学省なんかも最近では協同学習

であるとか、自分で問題解決をする力であるとか、あるいは、自分のストレスをマネ

ジメントする力だなんていうふうにこれからどういうふうにして国際社会の中で生き

抜いていくかというような視点でも語られていますけれども、実際には、子育てして



 －３２－ 

いる、小さいお子さんを育てているお父様やお母様は、目の前のことで精いっぱいで、

何が大事かということを見失いがちだと思うんです。 

そういうところなんかも連携をしていったり、ともに学び合ったりという場をたく

さん作っていくことで、お互いに何が大切かということに気がついていけるかなと。

その辺のところも子ども家庭部の方々や、ほかの生涯学習含め、いろんな方々が地域

で人を作っていくとか、人を育てていくという視点で連携していく、大きな意味があ

るかななんていうふうに思っています。 

○野村管理官  今、いろいろ御意見を伺ってきましたけれども、次回は６月３日になり

ます。そこは、先ほどの総合経営部長からのお話ですと、アクションプランに備えて

のお話ということになっておりますけれども、今、いろいろ御意見をいただく中では、

地域と学校との関係であるとか、それから子供の就学前のあり方であるとか、それか

ら放課後のあり方も含めてですけれども、その辺が、皆様、関心事になり、これが八

王子の特色としての何か施策の展開ができるのかどうかも含めて、議論ができたらい

いなというふうに思っています。 

   また、教育委員会側でも、もしそのようなことがありましたらば、事前にお示しい

ただきまして、次回の会議に議論が進めばいいなというふうに思っています。 

   市長、どうぞ。 

○石森市長  私は以前に私学と公立のＰＴＡに関わったことがあるんですけど、公立の

先生方というのは、どっちかというと、余り保護者と接点を持たないような、そんな

雰囲気があったんですけれども、私学の先生方は、どっちかというと、近くまで寄っ

てくるような感じがして、ただ、両者を比較した時に、公立の先生方のほうが遥かに

忙しいという、そういう印象を持ったんですね。現状、今、どんな感じなんでしょう

ね、私学と公立の先生方の仕事量というのは、わかりますか。 

○星山委員  私学の先生と公立の先生との比較は、私も存じ上げないんですが、公立の

先生が忙しいということは、もう本当にそうだと思います。教え子もたくさん八王子

で教員をしておりますが、みんな一生懸命やっておりますが、仕事が追いつかない。

まあ保護者との対応とかいろいろな書類を書いたりとか、いろいろなことで、やはり

先生たちも相当過重負担かなという印象はあります。 

○石森市長  現状はそうなんですね。その辺に少し光を当てないと。 

○坂倉教育長  ただ、この間の教員へのアンケートとかいった時に、例えば中学でまだ
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部活動というのは、公務災害の対象なんかにはなりますけれども、業務として認めて

いなんですけれども、そういうものを積極的にやっている人ほど忙しい、多忙感はあ

るけれども充実感があるという言い方をしていたんです。ですから、何とか多忙感と

いうのは減らさなきゃいけないんですけれども、やはり最終的にはやりがいとか目的

意識というのがあっての教職というものだと思いますので、そういう意味では、私学

がどのくらい余裕があるか、なかなかそれに同じように公立ができるかというのは難

しいんですけれども、それ以上にやっぱり一人一人の教員の方々がやっていてやりが

いがあるという、そのような環境を作っていったり、評価をしていくことが大事かな

というふうに思っています。 

○野村管理官  この間まで学校現場にいた山下指導担当部長。 

○山下指導担当部長  私も私学の保護者として関わったことはあるんですけれども、イ

メージとしては、やはりかつてはそんなに差がなかったのかなという部分もあって、

近年、要するにさまざまな学校教育だけじゃなくて、さまざまなことに対応していく

という意味でいうと、先ほど言った家庭との関係ですとか、地域との関係というとこ

ろが、公立の場合には対応する場が増えてきているのかなと。私学の場合、言ってい

いかどうかわからないですけれども、経済面とか学力面というフィルターがかかりま

すので、一定程度の担保された安定した状況の中で教員は仕事ができる部分もあるの

ではないかなと思っています。ただ、基本的に学校の教員、給与的な面のシステムも

ありますけれども、自分が納得するまでやっぱり職務に没頭するということですので、

そういった中で働き方という部分については、考えていかなきゃいけないところもあ

ろうかと思いますけれども、多忙であるという部分は感じているところです。 

○野村管理官  八王子市では、教員の安全衛生に対する取り組みも始めたところですし、

校務支援についても何か考えていこうというふうなこともあるかというふうに思いま

すけれども。 

   そのこともまた議題に上げていこうかなと思います。 

   それでは、ほかに何かお話しなさりたいことがあれば、せっかくの機会ですので。

よろしいでしょうか。 

○星山委員  せっかく先生のことを質問してくださったので、教員の年齢層ということ

から考えてみますと、八王子だけではありませんが、非常に若い先生方が増えている。

二極化しているというか、ちょうど中間のリーダー役になっていく世代の方たちは、



 －３４－ 

採用が結構少なかった世代なので、そこのところで人材育成という面においても教員

の世界はなかなか難しい面がある。 

それから、こういう話は余り出てこないですが、教員もやはり人間で、家庭の人な

わけで、特に女性の教員というのもいるわけですけど、その若い教員たちもだんだん

結婚、出産年齢に来れば、当然、産休・育休も入っていく、そうすると、そこで非常

に入れかわりもありますし、教員の育成ということにおいても、かなりゆとりを持っ

て見ていかないと、その先生方の生活もある程度ゆとりがあってきちんと働けるとい

うことの環境を整えていかないと、なかなか学校で働いていただくというところに反

映しにくいのではないかなというようなことも私は感じたりします。 

ということで、もちろん先生方は一生懸命やっていらっしゃるんですが、また、親

御さんとともに先生方に関しても地域の力、いろいろなことを使って支えていくとい

う視点も一方では必要ではないかというふうに感じていまして、その面においても、

先生だけではなくボランティアさん、それからサポーター、それから地域の方の力を

借りながら、みんなで子供たちを支えていくんだという意識づくりは重要だと思いま

すし、その意味において、八王子市でやっていらっしゃる地域運営学校という試みな

んかは非常に有効だと思っていまして、やっぱり地域の方たちが学校に興味を持って

いただいて一緒に関わっていくというのが、間接的ではありますが、先生たちのサポ

ートにもなりますし、子供の育ちも共に支えるという意識づけになっていくかなとい

うふうに思っています。 

○野村管理官  金山委員、お願いします。 

○金山委員  今お話にありました学校運営協議会というのは、やっぱりすごく大きな力

に今なりつつあります。八王子市は５０校になったんですけれども、５０という数は

市長がどこへ行かれても恥ずかしくない、自慢していい数だと思いますし、今日、午

前中に話も出たんですが、内容的にも、とてもレベルの高いことをやっている学校も

ありますので、これから本当に全校に至らないかなと思っているところなんですね。 

ですので、市長にお願いは、地域に行かれましたら、学校運営協議会の委員さんで

あるとか、会長さんにお会いになることがあると思います。それから、学校コーディ

ネータさんとかボランティアさんがいっぱいいらっしゃいますので、お会いになった

時に、ぜひ褒めていただきたいなと、本当に学校を支えて、校長を支えてやっていた

だいていますので、評価していただくと、また皆様頑張ると思いますので、どうぞよ
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ろしくお願いいたします。 

○石森市長  了解しました。 

○野村管理官  ありがとうございます。その辺の実態もまた次回以降、資料でお出しを

して議論を進められればというふうに思っています。 

   それでは、もしほかに御意見なければと思いますけれども、よろしいですか。議事

の進行もうまくできませんでしたけれども、本日の第１回の総合教育会議はこれで終

了ということにいたしたいと思います。 

どうもありがとうございました。 

 

【午後２時３１分閉会】 
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